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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転体と、
　前記回転体を回転駆動させる駆動部と、
　前記回転体の速度を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された速度データを基に前記駆動部の制御を行う制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は、
　前記検出手段により検出された前記速度データから、一定の速度で前記回転体を回転さ
せるための速度指令値を減算して速度変動データを算出し、
　前記速度変動データをフィルター演算することによりフィルター演算データを算出し、
　前記フィルター演算データに所定の負の係数を掛け合わせて補正データを算出し、
　前記回転体が一回転する間の前記補正データの積分値がゼロとなるように前記補正デー
タを修正して修正データを算出し、
　前記修正データを前記速度指令値に加算して算出した補正速度指令値に基づいて、前記
駆動部を制御することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記回転体は、感光ドラムまたは転写ベルトを駆動する駆動ローラであることを特徴と
する請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
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　前記画像形成装置は、各色毎に前記感光ドラムを有する複数の画像形成部と、複数の色
トナー像を重ね合わせる転写ベルトとからなるタンデム型画像形成装置であることを特徴
とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記検出手段は、転写ベルトを搬送する駆動ローラの軸の角速度を検出する駆動ローラ
角速度検出手段であることを特徴とする請求項２に画像形成装置。
【請求項５】
　前記検出手段は、感光ドラムを駆動する感光体駆動軸の角速度を検出する感光体駆動軸
角速度検出手段であることを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記検出手段で検出された速度データに対して移動平均演算を行う移動平均演算部を設
けたことを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、感光ドラム等の回転体の速度変動を補正する制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子写真プロセスを用いた複写機やプリンタ等の画像形成装置において、作像手段（画
像形成部）の回転体（例えば、感光体である感光ドラム等）、その駆動手段および駆動伝
達機構に回転変動（速度変動）が生じると出力画像にムラ画像が生じる（画像が劣化する
）ことが知られている。
【０００３】
　また感光ドラム上のトナー像が転写される転写材を担持搬送する転写材搬送ベルト、又
はトナー像が一次転写される中間転写ベルトの移動方向に沿って、異なる色のトナー像を
形成する複数の画像形成部を並べるように配設したものが知られている。
【０００４】
　尚、以下では、転写材搬送ベルトと中間転写ベルトとをまとめて、「転写ベルト」とい
うものとする。
【０００５】
　この種の画像形成装置において、各画像形成部の有する感光ドラムの駆動ギア（駆動伝
達機構）の偏芯や駆動モータ軸（駆動手段）の偏芯といった機械的な誤差により、回転変
動が発生する。これにより各感光ドラム上で形成された各トナー像の副走査方向のレジス
トレーションが最終的に多重転写される転写材上で合わなくなる。また、転写ベルトの駆
動ギア（駆動伝達機構）の偏芯および駆動モータ軸（駆動手段）の偏芯といった回転変動
によっても同様に各トナー像の副走査方向のレジストレーションがあわなくなる。（以下
、上記現象を色ずれと称す。）このように感光ドラムや転写ベルトの駆動系部品の製造過
程や組立て課程で生じる機械的な誤差による偏芯等により、副走査方向にムラ画像や色ず
れが発生するという問題点がある。とくに駆動を減速伝達するギア部に生じる偏芯やギア
同士の噛合いピッチムラが回転体に周期的な角速度変動を及ぼしていた。
【０００６】
　そこで、上記の問題を解決するために、回転体の軸上に取り付けたエンコーダ等によっ
て角速度を検出し、または転写ベルトの表面速度を検出することにより回転体の回転運動
をえる。そして先に述べたギアの偏芯による周期的な速度変動を検出し、その周期的な速
度変動を打ち消す速度指令で駆動を補正することによって速度変動をキャンセルし、安定
した回転体の回転運動を得る方法が提案されている（例えば、特許文献１）。
【０００７】
　この特許文献１に示される提案に対しては、ギア同士の噛合いピッチムラのような比較
的高い周波数帯に対して検出部で検出できる検出分解能の向上を図る必要があり、検出装
置の分解能向上を図る事で高精度な駆動制御を実現しようとした。
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【０００８】
　しかしながら上記説明したような構成では、駆動部は微小な速度変化を補正制御によっ
て要求されることになり、この速度変化分は補正に掛る駆動トルク変化が著しく特にパル
スモータなどを用いた駆動構成等においては駆動モータが脱調してしまうなどの問題があ
った。また、脱調に至らずとも駆動モータが広域的な周波数帯を使用することによって、
駆動伝達部や機械における共振周波数に対して加振してしまい駆動系および機械としての
共振現象を引き起こす恐れがあった。
【０００９】
　そこで、上記の問題を解決するために検出した回転速度情報に対して移動平均化処理を
用いた提案がなされている（例えば、特許文献２、特許文献３、特許文献４）
【特許文献１】特開平２－４３５７４号公報
【特許文献２】特開平５－２５２７７４号公報
【特許文献３】特開平７－３０３３８５号公報
【特許文献４】特開平１０－０６６３７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、移動平均化処理を行った場合、その演算処理の過程での端数の切捨てや
切り上げ等によって演算誤差が生じる。つまり移動平均処理では、回転体１周（１回転）
に対して複数に分割した区間で移動平均化処理を施す為、その区間毎に演算誤差を累積し
ていくことになる。このため所望している平均速度に対して、回転体が１周する際に実際
駆動に与える指令平均速度は累積誤差分ずれてしまうこととなる。その他に感光ドラムや
転写ベルトを駆動するローラなどの回転変動周期の１回転に対して、その上流の駆動部や
駆動伝達部等の回転変動の周期の位相が一致しない場合なども平均速度をずらしてしまう
要因となる。このことが感光ドラムの駆動や転写ベルトの駆動に影響を及ぼすと副走査方
向の画像倍率に変動が生じ、多重転写装置の場合は副走査方向の色ずれを引き起こすこと
になる。
【００１１】
　また、図７Ａに示すように区間毎（図中のｔ軸を点線の区間毎）に移動平均値を算出し
、図７Ｂに示すように、その区間に対して一定の補正速度指令（補正値）を与える制御を
行う。これにより図７Ｃに示すように、制御残差を生じる事となる。この制御残差による
回転変動が画像ムラとなって発生してしまう。
【００１２】
　また、移動平均値を算出する移動平均処理と同様に、共振現象を防ぐ手段として、フィ
ルター演算を行う場合等もある。しかし、この場合においても移動平均処理の場合と同様
にフィルター演算の段階において、カットオフ周波数を厳密に制約したとしても実際の検
出速度には様々な周波数帯を有している。このことからフィルター演算後の補正出力値の
回転体を１周する際に与える指令平均速度と、所望の平均速度とに誤差を生じさせる恐れ
がある。すなわちフィルター演算後の速度プロファイルが狙いの平均速度からずれてしま
い、上記と同様の色ずれや倍率変動といった画像不良を引き起こす原因となっていた。
【００１３】
　本発明は、上述事情に鑑みてなされたものであり、回転体の回転に速度ムラが発生した
場合であっても、回転体を回転させるための速度指令値を補正して速度ムラを低減するこ
とができるとともに、回転体の回転速度の平均値を元々の速度指令値に一致させることが
でき、色ずれや画像ムラの少ない良好な印字精度や良質な出力画像となる画像形成装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述の目的を達成するために本発明に係る画像形成装置は、回転体と、前記回転体を回
転駆動させる駆動部と、前記回転体の速度を検出する検出手段と、前記検出手段により検
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出された速度データを基に前記駆動部の制御を行う制御手段と、を備え、前記制御手段は
、前記検出手段により検出された前記速度データから、一定の速度で前記回転体を回転さ
せるための速度指令値を減算して速度変動データを算出し、前記速度変動データをフィル
ター演算することによりフィルター演算データを算出し、前記フィルター演算データに所
定の負の係数を掛け合わせて補正データを算出し、前記回転体が一回転する間の前記補正
データの積分値がゼロとなるように前記補正データを修正して修正データを算出し、前記
修正データを前記速度指令値に加算して算出した補正速度指令値に基づいて、前記駆動部
を制御することを特徴とする。
【００１５】
　上記回転体としては、例えば、画像形成装置等に濃度ムラを発生させ得るすべての回転
体を含むものであるが、特に感光体ドラム、感光体ベルト駆動ローラ、中間転写ベルト駆
動ローラ、用紙搬送転写ドラム、用紙搬送転写ベルト駆動ローラ、連続用紙搬送駆動ロー
ラ、画像読取装置区同軸当が対象となり得る。但し、これら以外にも紙送り装置、画像定
着装置等の間接的に画像形成に影響を与え得るものもその対象として、含んでいるもので
ある。
【００１６】
　さらに上記回転体の速度を検出する手段としては、光学的透過型、反射型センサー、同
様なものとして、磁気、超音波、突起、凹部等を利用したものが用いられ、かつ、これら
の出力と回転角速度検出手段との関係から同様の出力を作り出す場合も含むものである。
【００１７】
　また、回転体を等角速度で駆動する駆動手段としては、具体的にステッピングモータ、
ＤＣサーボモータ、ＤＣブラシレスモータ、ＡＣサーボモータ等磁気的駆動手段が用いら
れるが、回転体を等角速度で駆動する手段であれば駆動手段は限定されない。
【００１８】
　さらに、上記回転体の速度検出手段としては、例えば、ロータリーエンコーダ、タコジ
ェネレータ等の一般的なセンサーが考えられるが、回転体の回転速度に関係して出力が変
化するものであれば他の手段でも良い。
【００１９】
　また、上記制御手段としては、デジタルシグナルプロセッサー、マイクロコンピュータ
が用いられるが、演算装置を構成する場合には、ソフトにて所定の動作を行う制御手段が
使用できるが、ハード的回路構成においても達成は可能であり、デジタルシグナルプロセ
ッサー、マイクロコンピュータともにその構成内容に限定されない。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、回転体の回転に速度ムラが発生した場合であっても、回転体を回転さ
せるための速度指令値を補正して速度ムラを低減することができるとともに、回転体の回
転速度の平均値を元々の速度指令値に一致させることができ、色ずれや画像ムラの少ない
良好な印字精度や良質な出力画像となる画像形成装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、添付図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する
。
【００２２】
　尚、以下に説明する実施の形態は、本発明の実現手段としての一例であり、本発明が適
用される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明
は以下の実施の形態に限定されるものではない。
【００２３】
　［画像形成装置：図１］
　図１は、本発明の一実施の形態に係る画像形成装置の構成を模式的に示す縦断面図であ
る。本画像形成装置は、画像形成部であるプリンタ部１Ｐと画像読取部であるリーダ部１
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Ｒとを備える。
【００２４】
　プリンタ部１Ｐは、中間転写体方式のフルカラーのレーザビームプリンタである。プリ
ンタ部１Ｐは大別して、４個の同じ構成の画像形成ステーションａ、ｂ、ｃ、ｄを有する
画像形成部１０、給紙ユニット２０、中間転写ユニット３０、定着ユニット４０、クリー
ニングユニット５０及び制御ユニット（不図示）から構成される。
【００２５】
　画像形成部１０は、次に述べるような構成になっている。像担持体としてのドラム型の
感光体（以下「感光ドラム」という。）１１ａ、１１ｂ、１１ｃ、１１ｄが、その中心で
軸支され、矢印方向に回転駆動される。感光ドラム１１ａ～１１ｄの外周面に対向して、
一次帯電器１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、光学系１３ａ、１３ｂ、１３ｃ、１３ｄ、
折り返しミラー１６ａ、１６ｂ、１６ｃ、１６ｄ、現像器１４ａ、１４ｂ、１４ｃ、１４
ｄ、クリーナー１５ａ、１５ｂ、１５ｃ、１５ｄが配置されている。
【００２６】
　一次帯電器１２ａ～１２ｄによって、感光ドラム１１ａ～１１ｄの表面は、所定の極性
、所定の電位に均一に帯電される。帯電後の感光ドラム表面は、次いで光学系１３ａ～１
３ｄにより、記録画像信号に応じて変調した例えばレーザビームなどの光線を折り返しミ
ラー１６ａ～１６ｄを介して露光させることによって、静電潜像が形成される。さらに、
イエロー、シアン、マゼンタ、ブラックとの４色のトナー（現像剤）をそれぞれ収納した
現像器１４ａ～１４ｄによって上述の静電潜像にトナーが付着され、トナー像として現像
される。このトナー像が中間転写ベルト（無端ベルト）３１に転写される領域を一次転写
領域Ｔａ、Ｔｂ、Ｔｃ、Ｔｄとすると、感光ドラム１１ａ～１１ｄの回転方向に沿っての
画像転写領域Ｔａ～Ｔｄの下流側に配設されたクリーニング装置１５ａ、１５ｂ、１５ｃ
、１５ｄにより、中間転写ベルト３１に転写されずに感光ドラム１１ａ～１１ｄ上に残さ
れたトナー（転写残トナー）を掻き落としてドラム表面の清掃を行う。以上の各画像形成
プロセスにより、各色のトナーによる画像形成が順次行われる。上述の一次転写領域Ｔａ
～Ｔｄのうち、中間転写ベルト３１の進行方向（移動方向）についての最も下流側の一次
転写領域Ｔａを特に、最下流転写領域という。
【００２７】
　給紙ユニット２０は、転写材Ｐを収納するための給紙カセット２１ａ、２１ｂ、及び手
差しトレイ２７、給紙カセット２１ａ、２１ｂ、又は手差しトレイ２７から転写材Ｐを１
枚ずつ送り出す。そのためのピックアップローラ２２ａ、２２ｂ、２６、各ピックアップ
ローラ２２ａ、２２ｂ、２６を有し、送り出された転写材Ｐをレジストローラ２５ａ、２
５ｂまで搬送する。またそのための給紙ローラ対２３及び給紙ガイド２４、そして画像形
成ユニットａ、ｂ、ｃ、ｄの画像形成タイミングに合わせて転写材Ｐを二次転写領域Ｔｅ
へ送り出すためのレジストローラ２５ａ、２５ｂを備えている。
【００２８】
　中間転写ユニット３０は、中間転写体としてベルト状の中間転写ベルト３１を備えてい
る。中間転写ベルト３１は、３本のローラ、すなわち中間転写ベルト３１に駆動を伝達す
る駆動ローラ３３と、中間転写ベルト３１の回転によって従動回転する従動ローラ３２と
、中間転写ベルト３１を挟んで二次転写領域Ｔｅに対向する二次転写対向ローラ３４とに
巻回されている。これらローラのうち駆動ローラ３３と従動ローラ３２との間に一次転写
平面Ａが形成される。駆動ローラ３３は金属ローラの表面に数ｍｍ厚のゴム（ウレタン又
はクロロプレン）をコーティングしてベルトとのスリップを防いでいる。駆動ローラ３３
は後述する駆動モータによって回転駆動され、本実施形態においては各感光ドラム１周に
要する時間より駆動ローラ３３の１周に要する時間のほうが短くなるよう設定されている
。各感光ドラム１１ａ～１１ｄと中間転写ベルト３１とが対向する一次転写領域Ｔａ～Ｔ
ｄには、中間転写ベルト３１の裏面（内周面）に一次転写用の帯電器３５ａ、３５ｂ、３
５ｃ、３５ｄが配置されている。二次転写対向ローラ３４に対向して二次転写ローラ３６
が配置され、中間転写ベルト３１とのニップによって二次転写領域Ｔｅを形成する。二次
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転写ローラ３６は、中間転写ベルト３１に対して適度な圧力で加圧されている。また、中
間転写ベルト３１の移動方向（矢印Ｂ方向）についての二次転写領域Ｔｅの下流には中間
転写ベルト３１の画像形成面をクリーニングするクリーニング装置５０が配設されている
。クリーニング装置５０は、画像形成面に付着した転写残トナーなどを除去するためのク
リーニングブレード５１、及び除去した転写残トナーを廃トナーとして収納する廃トナー
ボックス５２とを有している。
【００２９】
　定着ユニット４０は、内部にハロゲンヒータなどの熱源４１ａを有する定着ローラ４６
と、内部に熱源４１ｂを有し定着ローラ４６に当接された加圧ローラ４７と、これら定着
ローラ４６と加圧ローラ４７とのニップ部へ転写材Ｐを導くためのガイド４３を備える。
またニップ部から排出されてきた転写材Ｐをさらに画像形成装置本体外部に排出するため
の内排紙ローラ４４、外排紙ローラ４５と、排出された転写材Ｐを受け止める排紙トレイ
４８とを備えている。
【００３０】
　制御ユニットは、上述の各ユニット内の機構の動作を制御するための制御基板７０や、
モータドライブ基板（不図示）などを備えている。
【００３１】
　［画像形成装置の動作］
　次に、上述構成の画像形成装置の動作について説明する。
【００３２】
　画像形成動作開始信号が発せられると、例えば、ピックアップローラ２２ａにより、給
紙カセット２１ａから転写材Ｐが１枚ずつ送り出される。そして給紙ローラ対２３によっ
て転写材Ｐが給紙ガイド２４の間を案内されてレジストローラ２５ａ、２５ｂまで搬送さ
れる。そのときレジストローラは停止されており、転写材Ｐ先端はニップ部に突き当たる
。その後、画像形成ステーションが画像の形成を開始するタイミングに合わせてレジスト
ローラ２５ａ、２５ｂは回転を始める。この回転時期は、転写材Ｐと画像形成ステーショ
ンから中間転写ベルト３１上に一次転写されたトナー像とが二次転写領域Ｔｅにおいて一
致するようにそのタイミングが設定されている。
【００３３】
　一方、画像形成ステーションでは、画像形成動作開始信号が発せられると、前述した画
像形成プロセスによって以下の動作を行う。つまり、中間転写ベルト３１の回転方向にお
いて一番上流にある画像形成ステーションｄの感光ドラム１１ｄ上に形成されたトナー像
が、高電圧が印加された一次転写用の帯電器３５ｄによって一次転写領域Ｔｄにおいて中
間転写ベルト３１に一次転写される。一次転写されたトナー像は、次の一次転写領域Ｔｃ
まで搬送される。そこでは各画像形成ユニット間をトナー像が搬送される時間だけ遅延し
て画像形成が行われており、中間転写ベルト３１上の前のトナー像の上にレジストを合わ
せて次のトナー像が転写されることになる。以下も同様の工程が繰り返され、最終的に４
色のトナー像が中間転写ベルト３１上に一次転写されて重ね合わされる。
【００３４】
　その後、中間転写ベルト３１の矢印Ｂ方向に回転に伴って転写材Ｐが二次転写領域Ｔｅ
に進入し、中間転写ベルト３１に接触すると、転写材Ｐの通過タイミングに合わせて二次
転写ローラ３６に、高電圧が印加させる。そして前述したプロセスにより中間転写ベルト
３１上の４色のトナー像が転写材Ｐの表面に一括で二次転写される。その後、転写材Ｐは
搬送ガイド４３によって定着ローラ４６と加圧ローラ４７とのニップ部まで正確に案内さ
れる。そして、転写材Ｐは、これらローラにより、加熱、加圧されて表面にトナー像が定
着される。その後、内、外排紙ローラ４４、４５によって排紙トレイ４８上に排出される
。
【００３５】
　［駆動系の構成：図２］
　上記説明した本画像形成装置において、感光ドラムの駆動系の構成と転写ベルトの駆動
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系の構成を模式的に示す概念図である。
【００３６】
　感光ドラムの駆動系の構成に関して、各画像形成ステーションは同様の構成であるため
、代表してブラック（Ｂｋ）のステーションａの感光ドラムの駆動系を説明する。尚、符
号ａはブラック（Ｂｋ）、符号ｂはシアン（Ｃ）、符号ｃはマゼンタ（Ｍ）、符号ｄはイ
エロー（Ｙ）の各ステーションを示す。
【００３７】
　感光ドラムの駆動モータ１１１ａは、駆動モータ１１１ａの回転軸に取り付けられたモ
ータギア１１２ａとドラムの軸に取り付けられたドラムギア１１３ａによって、減速され
て感光ドラム軸１１５ａを回転させる。感光ドラム軸１１５ａには、感光ドラム１１ａと
感光ドラム軸１１５ａの回転速度を検出するためのエンコーダ１１４ａが設置されている
。
【００３８】
　このエンコーダ１１４ａによって、感光ドラム軸１１５ａ上に生じる回転速度変動を検
出することが可能となる。ここで検出される回転速度変動としては、具体的には、駆動モ
ータの回転軸の回転振れやドラムギア１１３ａ振れやギアの噛合い誤差等があげられる。
【００３９】
　次に転写ベルトの駆動系の構成に関して説明する。転写ベルトの駆動モータ２０１の回
転は、駆動モータ２０１のモータギア２０２と転写ベルト駆動ギア２０３によって減速さ
れ、転写ベルト駆動ローラ３３を回転させる。転写ベルト駆動ローラ３３の軸上には回転
速度を検出するためのエンコーダ２０４が設置されている。このエンコーダによって転写
ベルト駆動ローラ軸上に生じる回転速度変動を検出することが可能となる。ここで検出さ
れる回転速度変動としては、感光ドラム軸上のエンコーダと同様に駆動モータ軸の回転振
れや転写ベルトギア振れやギアの噛合い誤差等があげられる。尚、本実施形態では駆動モ
ータ１１１、２０１をステッピングモータ（パルスモータ）とするが、これに限定されな
いことは言うまでもない。
【００４０】
　具体的には、駆動モータ（ステッピングモータ）２０１は、駆動モータに出力される駆
動信号（以下、駆動パルスとする）の周波数Ｆ＿ｓｔｍ（Ｐｕｌｓｅ　Ｐｅｒ　Ｓｅｃｏ
ｎｄ：１パルス当りの時間で以下、ｐｐｓとする）に応じて駆動される。駆動モータ２０
１は、駆動パルスにおける１パルス当りの回転角度θ０［ｒａｄ］が規定されている。駆
動モータ２０１が１回転に必要なパルス数Ｍ＿ｓｔｍ（任意の正整数）は以下の式（１）
により与えられる。
Ｍ＿ｓｔｍ＝２π／θ０・・・（１）
　よって、駆動モータ２０１の回転速度Ｖｓｔｍ（Ｒｏｔａｒｙ　Ｐｅｒ　Ｍｉｎｉｔｕ
ｓ：１分当りの回転数：以下、ｒｐｍとする）は、以下の式（２）により与えられる。
Ｖ＿ｓｔｍ＝（Ｆ＿ｓｔｍ／Ｍ＿ｓｔｍ）×６０［Ｓｅｃｏｎｄ］・・・（２）
　例えば、２相ステッピングモータの場合には、１パルス当りの回転角度θ０［ｒａｄ］
＝０．０１π［ｒａｄ］である。よって、１回転当りに必要なパルス数Ｍ＿ｓｔｍは２０
０パルスとなり、駆動周波数Ｆ＿ｓｔｍ＝３０００［ｐｐｓ］とすると、回転速度Ｖ＿ｓ
ｔｍ＝９００［ｒｐｍ］となる。
【００４１】
　従って、駆動モータ２０１により駆動ギア２０２を駆動して駆動ローラ３３を回転させ
る場合、駆動ローラ３３の回転角速度（＝回転周波数）Ｖ＿ｒｏｔ［ｒｐｍ］は、以下の
式（３）により与えられる。
Ｖ＿ｒｏｔ＝Ｖ＿ｓｔｍ／（Ｎ＿ｇｅａｒ／Ｎ＿ｓｈａｆｔ）＝Ｖ＿ｓｔｍ／Ｒｇｅａｒ
・・・（３）
　ここで、Ｒ＿ｇｅａｒ（＝Ｎ＿ｇｅａｒ／Ｎ＿ｓｈａｆｔ）は駆動ギア２０３と駆動モ
ータ２０１の出力軸に形成されたギア２０２とのギア比（減速比：任意の正整数）であり
、前述の例において、ギア比＝１０とすると、駆動ローラ３３の回転角速度Ｖｒｏｔ＝９
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００／１０＝９０［ｒｐｍ］となる。
【００４２】
　２０５，２０６は駆動ローラ３３の駆動軸の端部に対して同心に取り付けられたエンコ
ーダである。エンコーダ２０５，２０６は、予め設計された所定幅Ｌ＿ｗｈｅｅｌ［ｍ］
のスリットパターンを所定数Ｎ＿ｗｈｅｅｌ有するコードホイール２０４のスリットパタ
ーン入力間隔に同期したエンコーダ信号を出力する。また、２０５はエンコーダＡ、２０
６はエンコーダＢとし、互いに相反する位相に設定されている。このようにした理由は、
通常、駆動ローラ３３の回転速度は、駆動ローラ３３自体の偏心成分やコードホイール２
０４の偏心成分による速度変動の影響をキャンセルするためである。つまり、駆動ローラ
３３の角速度を基準にすることが多く、本実施形態においても同様に以下の式（４）に基
づき駆動ローラ３３の角速度変動を検出することが目的としているからである。ここで、
駆動ローラ３３の角速度ω＿Ｒは、エンコーダＡ２０５からの信号により検出される速度
データＶ＿ｅｎｃＡ、エンコーダＢ２０６からの信号により検出される速度データＶ＿ｅ
ｎｃＢとすると、以下の式（４）により与えられる。
ω＿Ｒ＝（Ｖ＿ｅｎｃＡ＋Ｖ＿ｅｎｃＢ）／２・・・（４）
　２０７は、駆動ローラ３３の基準位相を検出するホームポジションセンサである。２０
８は制御ユニットであり、後述する補正値生成部３００で速度補正制御演算を行って駆動
機構全体を制御するＣＰＵ２０９を有する。２１０は基準クロックＣ０［Ｈｚ］（１クロ
ックの周期＝１／Ｃ０［ｓｅｃ］）により、エンコーダＡ２０５、エンコーダＢ２０６の
出力信号を用いてコードホイール２０４のスリットパターン入力間隔をカウントする。１
１３はステッピングモータ１０３を駆動するための駆動パルスをモータドライバ２１１に
出力するパルス発生器である。
【００４３】
　尚、回転体である各感光ドラム１１ａ～１１ｄも、不図示であるが、上述の制御ユニッ
ト２０８と同様の構成を有している。
【００４４】
　［速度補正値生成部の構成：図３］
　次に上記駆動系における速度の補正値生成部について説明する。（ここで補正値生成部
は感光ドラム駆動系と転写ベルト駆動系共、同様な形態である。転写ベルト駆動系を例に
説明を行う）
　図３は、駆動モータへの入力信号に対する補正値生成部３００の概略を示す。また図４
は、実際に補正値生成部３００の各々で得られる速度データや補正値データがどのような
パターンであるかグラフで示す。また図５に補正値生成に関わる一連のフローを示す。
【００４５】
　補正値生成部３００は、速度変動抽出演算部３０１、フィルター演算部３０２、キャン
セルゲイン調整部３０３、平均速度修正部３０４、補正速度指令値生成部３０５を備える
。また回転体１周分の速度変動データを蓄積するメモリーＭＲ０１、補正速度指令値を回
転体１周分蓄積するメモリーＭＲ０２を備えている。
【００４６】
　［回転体の制御フロー：図５］
　図５の処理は、制御ユニット２０８のＣＰＵ２０９がＲＯＭ（不図示）に格納された制
御プログラムに基づいて、各部を制御しながらＲＡＭ（不図示）を作業領域として用いて
実行するものである。
【００４７】
　まず、ステップＳ０１において、まず駆動モータを速度補正値生成部による制御を行わ
ない無制御状態で駆動させて、ステップＳ０２で回転体を回転させる。
【００４８】
　つぎにステップＳ０３において、エンコーダ２０４（１１４）で検出された速度データ
Ｖｅｎｃ（図４（Ａ）参照）に対して、一定の等速度で駆動軸を回転させる速度指令値Ｖ

ｒｅｆを差し引いた速度変動データ△Ｖ（図４（Ｂ）参照）を速度変動抽出演算部３０１
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で生成する。そしてステップＳ０４で、速度変動データ△Ｖをメモリー装置ＭＲ０１にデ
ータ１として蓄積する。ステップＳ０５において、回転体の１周分の回転変動データを蓄
積したか判定した後に、ステップＳ０６において、速度変動データ△Ｖの速度変動最大幅
△Ｖｍａｘの絶対量が許容収束範囲Ｖｗｉｄｅの絶対量と比較して、許容収束範囲以上で
あれば、ステップＳ０７に進む。
【００４９】
　つぎにステップＳ０７において、データ１に対してフィルター演算部３０２で特定周波
数を抽出し、フィルター演算された△Ｖｆｌｔ（図４（ｃ）参照）を得る。ここでは速度
変動補正制御でキャンセルしたい回転速度変動の周波数以外の特に、高周波数成分の速度
変動に対してフィルタリングを行う。
【００５０】
　つぎにステップＳ０８において、フィルタリングされて得られた△Ｖｆｌｔへキャンセ
ルゲイン調整部３０３で補正ゲインＫｖｐを掛け合わせた△Ｖｆｌｔ＊Ｋｖｐ（図４（Ｄ
）参照）なるデータを得る。ここでＫｖｐは０＞Ｋｖｐ≧－１の範囲の数値で設定し、位
相を反転させ所定のゲインを掛ける。ここでは、入力速度変動に対して１００％未満の逆
位相の補正プロファイルを作成する事でモータへの急激なトルク変動やモータや機械系共
振を受けて機械のダウンを招くリスクを減らしている。具体的には本実施形態ではＫｖｐ

の値に－０．５のゲイン値を設定して、回転ムラ補正制御の収束安定時間の短縮と上記共
振のリスクに対する設定値を経験的に見出している。
【００５１】
　つぎにステップＳ０９において、平均速度修正部３０４において補正値の絶対値修正△
Ｖ´を行っている（図４（Ｅ）参照）。詳細については後述する。具体的には△Ｖｆｌｔ

＊Ｋｖｐで得られた補正値の総和が０にならないケースが生じるため、これが０になるよ
う補正値を絶対値修正△Ｖ´で修正する。補正値の総和が０にならないという事は補正値
と速度指令値を足し合わせた補正速度指令値を生成した後に、生成された補正速度指令値
の回転体１周における平均速度がねらいとしている速度指令値からずれてしまうからであ
る。これにより転写ベルトの駆動ローラの制御であれば画像の倍率変動や色ずれを引き起
こし、感光ドラムの制御であれば、色ずれを引き起こしてしまう。ねらいの速度と補正速
度指令値の平均速度がずれてしまう原因は前述したように演算上の誤差が計上してしまう
ケースもある。またその他に感光ドラムや転写ベルト駆動ローラなどの回転変動周期の１
回転に対して、その上流の駆動部や駆動伝達部等の回転変動の周期の位相が一致しない場
合なども平均速度をずらしてしまう要因となる。
【００５２】
　つぎにステップＳ１０において、補正速度指令値生成部３０５で△Ｖ´に速度指令値Ｖ

ｒｅｆを加えて補正速度指令値Ｖｉｎｐｕｔを生成する（図４（Ｆ）参照）。
【００５３】
　ステップＳ１１において、生成した補正速度指令値Ｖｉｎｐｕｔは、データ２としてＭ
Ｒ０２に蓄積される。この補正速度指令値を基に駆動を行った際の速度検出結果は、図４
（Ｇ）のようになり、図４（Ａ）の無制御時の回転変動と比較すると速度変動量が補正ゲ
インで掛け合わせた量だけ低減され、なおかつ平均速度もＶｒｅｆとなる。
【００５４】
　ステップＳ１２で駆動モータをデータ２に基づいて速度補正値生成部による制御を行う
よう指令し、再び、ステップＳ０２では、駆動モータをデータ２に基づいて速度補正値生
成部による制御を行いながら回転体を回転させる。
【００５５】
　次に、上述同様、ステップＳ０３～Ｓ０５を行い、ステップＳ０６において△Ｖｍａｘ

の量がＶｗｉｄｅより小さくなったかを判断する。
【００５６】
　ステップＳ０６において、速度変動データ△Ｖの速度変動最大幅△Ｖｍａｘの絶対量が
許容収束範囲Ｖｗｉｄｅの絶対量と比較して、許容収束範囲内（許容収束値以下）であれ
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ば、ステップＳ１３に進む。
【００５７】
　ステップＳ１３において、補正速度指令値を決定し、以後の駆動回転の指令値を前記補
正速度指令値を毎周回繰り返し駆動へ入力することになる。
【００５８】
　ステップＳ１４において、作像シーケンスやウォームアップシーケンス等で作像系を駆
動させる。ステップＳ１５において、回転体の回転を停止し、ステップＳ１６において修
了となる。
【００５９】
　尚、作像シーケンスやウォームアップシーケンス等で作像系を駆動させる際は、上記回
転変動補正制御のシーケンスを行って補正速度指令値を決定して駆動をおこなってからす
べて行われることになる。
【００６０】
　［回転体の制御フロー：図５］
　つぎに先にステップＳ０９として、平均速度修正部３０４において補正値の絶対値修正
△Ｖ´を行うとした平均速度修正部の平均速度修正アルゴリズムについて具体的にフロー
チャート図６をもとに説明する。
【００６１】
　図５のステップＳ０８において、補正値の位相反転操作とゲイン係数を掛け合わせた回
転体１周のデータが生成された後、ステップＳ０９の詳細となる、図６のフローで、ステ
ップＳ２０１でまず補正値の正負を判定する。つぎにステップＳ２０２において、正のデ
ータを累積演算（ＳＵＭ［データ（＋）］）（Ｓ２０２）し、ステップＳ２０３において
、負のデータを累積演算（ＳＵＭ［データ（―）］）（Ｓ２０３）する。ステップＳ２０
４において、この各々の累積データＳＵＭ［データ（＋）］とＳＵＭ［データ（―）］を
もとに平均値が０（ＳＵＭ［データ（＋）］とＳＵＭ［データ（―）］が等しい）になる
か判定する。平均値が０の場合はこの平均速度修正アルゴリズムは修正するが、先にも述
べたように０にならないケースがあるため、以下に、本願発明の特徴である補正値データ
の修正方法を述べる。
【００６２】
　補正値平均値が０にならない場合は、ステップＳ２０５において、まず各々正負の累積
データの差分値△Ｓを算出する。次にステップＳ２０６において、正負の累積データのど
ちらの絶対量が多いか判定する。このとき正の補正値累積データが多い場合は、ステップ
Ｓ２０７において、正の補正値累積データから△Ｓ／２の量だけ、正の補正値データから
差し引いたものをデータ１（＋）‘とし、負の補正値累積データに△Ｓ／２の量だけ加え
たものをデータ１（―）’とする。すなわち正負の補正データの累積量を等しくさせるこ
とで補正データの総和が０となり回転体１周における指令平均速度は変動しない事になる
。同様に、このとき負の補正値累積データが多い場合は、ステップＳ２０８において、正
の補正値累積データに△Ｓ／２の量だけ加え加えたものをデータ１（＋）‘とし、負の補
正値累積データに△Ｓ／２の量だけ差し引いたものをデータ１（―）’とする。すなわち
正負の補正データの累積量を等しくさせることで補正データの総和が０となり回転体１周
における指令平均速度は変動しない事になる。
【００６３】
　このとき補正値データへの差し引きや加算は各データへ任意に分割して補正している。
この補正の分割に際しては様々なパターンが想定できる。例えば全ての補正データに均等
に配分したり、特定補正データにのみまとめて配分したりと、その方法は様々であるが、
分割方法に応じて回転体の速度変動が悪化しない形態とする事が望ましい。しかしながら
、その形態に合わせて様々な分割パターンを形成したとしても本実施形態とほぼ同等の効
果を得る事は可能である。
【００６４】
　以上のように回転体を駆動する際に回転体の速度変動を補正する補正制御を行う事で、
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回転体の速度変動を低減し、駆動へ補正を加えた指令値に対しても回転体１周における平
均速度を確実に一定の平均速度とする事ができる。このため副走査方向の色ずれや画像ム
ラのなく良好な印字精度で良質な出力画像となる画像形成装置を得ることが可能となる。
【００６５】
　尚、回転制御を回転駆動を開始するたびに実施する本形態に限定されず、機械部品構成
を決めた際のみ本実施形態と同様な制御アルゴリズムを作動させて速度変動の補正値パタ
ーンを生成する場合も同様の効果を期待することができる。
【００６６】
　また、画像形成装置が作像シーケンスを行わない場合の例えば起動直後のウォームアッ
プ時やダウンシーケンス時に同様の制御アルゴリズムを作動させて速度変動の補正値パタ
ーンを生成する場合も同様の効果を期待する事ができる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本実施形態の概略構成説明図
【図２】本実施形態の駆動構成の説明図
【図３】本実施形態の速度変動補正値生成部の概略図
【図４】本実施形態の補正値生成の際の速度変動データ
【図５】本実施形態の制御フローチャート
【図６】本実施形態の平均速度修正アルゴリズムのフローチャート
【図７】従来例の説明図

【図１】 【図２】
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